
１０月のふれあい会 
日時 10月 9日(火) 午後 1時～3時  

会場 九品仏地区会館  会費 100円 
 

奥沢区民センターで開かれる奥沢文化祭 

に出品する作品をしあげます。 

興味のある方の見学も大歓迎です。 
 

簡単な手芸 その２(ネックレス･鍋敷き) 

持ち物 縫い針･糸  

お問い合わせ ℡ 3701-2423 矢嶋 

          6385-2811 明智  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         犯罪ゼロの日はパトロール 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 敬老祝品をお届けしましたが、該当する世帯でお手元に届
いていない場合は、お近くの理事又は会長までぜひご連絡

ください。 

 

回   

覧 

               

九品仏自治会だより  

http://setagaya-chousouren.org/トップ→町会・自治会一覧 

発行者 九品仏自治会 

     会長 横山 昭夫 

     奥沢 8-7-4 (3701-7558) 

発行日 2012. 9.20. VOL.163  

 

裏面あり 「まちかど防災（９/１５）のご報告」 「自転車あれこれ」                   

 カレンダー 
９月 

  21(金)～30(日)秋の全国交通安全運動 

        （登校時の見守り活動） 

29(土) 八幡小学校避難所訓練 

        (地区防災訓練-今年は八小です) 

１０月 

 1(月) 九品仏小ＰＴＡ古紙回収 

9(火) ふれあい会 

 定例理事会 

１１(木)  全国犯罪ゼロの日 パトロール 

13(土) 九品仏小創立６０周年記念式典 

20,21(土,日)奥沢文化祭(於奥沢区民センター) 

23(火) 回覧 

 31(水) 九品仏小避難所運営会議（九小）2:00～ 

 
                街中を走る自転車に、ひやりとしたことはありませんか？  

走行中に危険を感じたことはありませんか？ 

自転車の走行ルール(安全を守るため！)と違反に対する罰則をご存じですか？ 

     自転車を利用する若い方にも、是非、お伝え下さい。 

＊自転車は軽車両です。道路の左側･車道走行が原則。他人に危害を及ぼさないような速度と 

方法で運転しなければなりません。 (3 ヶ月以下の懲役、又は 5万円以下の罰金) 

走行が許されている歩道では車道寄りを走り、あくまでも歩行者優先を守ってください。 

＊夜間は、ヘッドライトとテールライト(又は反射材)をつけましょう。(5万円以下の罰金) 

＊二人乗りは、原則禁止。（5万円以下の罰金・2万円以下の罰金又は科料） 

＊｢並進可｣区間以外は並んで走ってはいけません。 

（2万円以下の罰金又は科料） 

＊携帯電話をかけながら走らないでください。傘をさして走るのもやめ 

てください。            (いずれも 5万円以下の罰金) 
 

＊酒気を帯びて運転してはいけません。 

           (3年以下の懲役、又は 50万円以下の罰金) 

  などがあります。 

詳しくは 「警視庁<http://www.keishicho.metro.tokyo.jp> 交通安全」 をご覧ください。                         

 

 

秋の全国交通安全運動 

実施中 

犯罪ゼロの日 パトロール 

     10月 11日(木曜日)      

   午後 5 時に 九品仏交番裏集合   

みなさんのご参加をお待ちしています。 
  ご自宅の火の始末や戸締まりをお忘れなく！ 

 

http://setagaya-chousouren.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

自治会主催で、まちかど防災訓練が行われました！ 

ここ数年の内に阪神淡路大震災のような直下型の大地震が東京でも 

起きる確率が非常に高いと言われています。 もし起きれば、 あちらこ 

ちらで家が倒壊し、火災が発生します。  私たちの住む街角でも起きる 

かもしれません。 しかし、この辺りでは奥沢 3丁目に消防車２台（ポンプ 

車、放水車 各 1）と救急車 1台しかなく、 ここまで消火に来てくれると 

は限りません。 実際には、ご近所の皆さんで協力し合って、火を消し、人 

を助け出さなくてはならないのです。  

そんな場合に備えて、九品仏自治会では消防署、消防団の協力を 

得て 9月 15日(土)、街角防災訓練を奥沢 8丁目、奥沢西公園で 

実施しました。 二十数名の住民が参加して三十人ぐらいで行いま 

した。 消火器で実際に火を消してみたり、 物干し竿と毛布で簡易 

担架を作り、 怪我人を運び出してみたり、 最近話題になっている 

スタンドパイプの実演や、 のどに異物が詰まったときの除去方法 

の実演を見たりしました。皆さん真剣に取り組みました。 

大変勉強になったようです。     (写真は訓練風景です。) 

                               

 「今度は園児のお父さんにも参加してもらいます。」 隣の保育園の園長さん 

「勉強になった。消火器が街角に置いてあるなんて知らなかった。」 近所の奥さん 

「この様な企画をしてくれてありがとう。」 消防団員 

「街角防災訓練で大勢の人に真剣に取り組んでもらってうれしかった。」 消防隊長 

「大災害の時、自分たちの町は自分たちで守らなくてはならないことをもっと大勢の住民 

に自覚してもらいたいです。自治会としてもこれからも頑張ります」 自治会長 横山昭夫 

 

   

 

自転車事故を起こさないために 
 

最近、急激に普及した「電動アシスト自転車」は男女共、 

高齢者（65歳以上）が利用するケースが多く、事故も増 

えています。  一番多いのは、基本的な一時停止と安 

全確認をしないためと思われる、出合い頭の衝突事故

で、 特に交通ルールに不慣れな「車の運転免許を持っ 

ていない人」が事故を起こす傾向があるそうです。 他の

車両や歩行者と接触して転倒すれば特に頭部・頸部を損

傷し死亡するケースが多く、ヘルメット着用義務化も検討

されています。 

一方、主に加害者になる、対人自転車事故は 20代が 

一番多く、30代、40代と続き 3世代で 50％以上を占め 

ますが、歩道での接触・衝突 無灯火での衝突等が原因 

です。 自転車も車両と意識して、基本的なルールを 知

り、守る事こそが事故防止につながるのではないでしょ

うか。 

 

 

 

 

自転車保険をご存じですか？ 
 

自転車利用者の増加に伴い、 自転車と歩行者 

の交通事故が増えています。  自転車利用者が加

害者側になったとき、 思いもかけない高額の賠償

金の支払いを求められることがあります。 

被害者への賠償金額はどのくらいでしょうか。  

最近の事例では、 死亡や重大な後遺障害に至った

事故の場合、５千万円以上の高額損害賠償の判例

があります。 

これらの損害賠償をカバーするものは 「個人賠

償責任保険」ですが、 すでに自動車保険や火災保

険、損害保険などに加入している人は  ｢日常生活

賠償特約｣ といった特約が付いている可能性があ

りますので、その内容を一度、確認してみましょう。 


